
運転中に
スマホ等を

使用

さらに
事故を
起こした

運転申のスマホ等利用に対する罰則強化の内容

〉

改正後

改正後

運転免許を受けた

者が公安委員会 に

運転免許証の再交

,付 を申請すること

ができる場合 とし

て、運転免許証の

記載事項の変更届

出を したとき等が

追加されました。

運転免許証を自主返納 した

者だけでなく、運転免許を

失効 した者も運転経歴証明

書の交付申請が可能となり

ます。

また、運転経歴証明書の交

付を申請できる公安委員会

が現在の住所地を管轄する

公安委員会となります。
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携帯電話使用等 (交通の危険)・

・
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唇露輝為
(帰特)

道路交通法の一部が改正されま した

躊躙 1点 鯰隋 3点

改正前

5万円以下の罰金
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